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介護予防支援 × 〇 市町村長 介護予防サービス計画
介護予防支援事業

所

地域包括支援セン

ター運営協議会

要支援１・２の別なく1種類で1カ月

につき

●地域包括支援センターが介護予防支援事業者の指定を受け

て行う他、指定居宅介護事業者が介護予防支援事業者からの

委託を受けて行うこともある

●指定を行うのは市町村長

居宅介護支援 〇 × 都道府県知事 居宅サービス計画 居宅介護事業所等
要介護１・２と要介護３～５の2段階

で1カ月につき

●事業所は法人格を必要とする

●事業所の指定を行うのは都道府県知事（2018年4月より市

町村長に移行予定）

訪問介護 〇 × 居宅サービス計画 介護支援専門員 訪問介護計画 サービス提供責任者
所要時間別、１回につき（通院等のた

めの乗車・降車の介助は別立て）

●同一建物減算がある（養護老人ホーム、有料老人ホーム、

サ高住、同一建物20人以上の場合）

訪問入浴 〇 〇
居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等 作成義務なし なし １回につき ●主治の医師の指示が必要

訪問看護 〇 〇

看護師or保健

師（訪問看護

ステーション

の場合）

居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等 訪問看護計画

看護師等（准看のぞ

く）

所要時間により４段階（要支援・要介

護の別なし）

●主治医作成の訪問看護指示書が必要

●主治医に訪問看護計画書と訪問看護報告書を提出

●緊急時訪問看護加算は２４時間対応可の体制加算（１カ月

当たりで算定）

訪問リハビリテー

ション
〇 〇

居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等

訪問リハビリテー

ション計画

医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴

覚士

リハビリテーショ

ン会議
１回（２０分）ごと、週６回まで ●病院、診療所、介護老人保健施設が提供

通所介護（デイサー

ビス）
〇 × 居宅サービス計画 介護支援専門員 通所介護計画 管理者

施設規模別、要介護度別、所要時間別

に１回につき

●機能訓練指導員を配置

●9時間以上14時間未満の延長加算あり

●同一建物減算（事業所と同一建物に居住する場合）

通所リハビリテー

ション（デイケア）
〇 〇

居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等

通所リハビリテー

ション計画

医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴

覚士

リハビリテーショ

ン会議

●（要介護の場合）施設規模別、所要

時間別（５段階）、要介護度別に１回

につき

●（介護予防の場合）使用時間や回数

に関係なく１カ月につき

●医師は常勤で１人以上配置

●送迎を行わなかった場合は減算

短期入所生活介護 〇 〇
居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等

短期入所生活介護計

画（4日以上で）

管理者（ケアマネと

りまとめ）
施設タイプ、要介護度別に1日につき

●単独型（20人以上）、併設型、空床利用型

●おむつ代は保険給付対象

短期入所療養介護 〇 〇
居宅サービス計画 or

 介護予防サービス計画
介護支援専門員等

短期入所療養介護計

画（4日以上で）

管理者（ケアマネと

りまとめ）
施設タイプ、要介護度別、1日につき ●特定短期入所療養介護（日帰りサービス）もある

居住系
特定施設入居者生活

介護
〇 〇 特定施設サービス計画

計画作成担当者

（介護支援専門

員）

要介護度別、1日につき

●有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム

●入居定員30人以上

●おむつ代、日常生活費は保険給付対象外

●文書により契約

●居宅療養管理指導以外の他のサービスは利用できない

福祉用具貸与 〇 〇
居宅サービス計画、また

は介護予防サービス計画
介護支援専門員等 福祉用具貸与計画 福祉用具専門相談員

●要支援１・２、要介護１の人は手すり・スロープ・歩行

器・歩行補助つえの４種類のみ可

●自動排泄処理装置は要介護４・５の人のみ可

居宅療養管理指導 〇 〇 なくてもよい 各職種ごとに作成 各職種

職種によって１カ月に利用できる回数

に上限あり（医師や歯科医師は月２回

まで）

●医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、看護

職員が実施

●区分限度基準額が適用されない

●特別地域加算はない
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夜間対応型訪問介護 〇 × 居宅介護サービス 介護支援専門員
夜間対応型訪問介護

計画

オペレーションセン

ター従業員

OS設置の場合･･･1カ月につき定額基

本料＋1回あたりの定期巡回・随時訪

問サービス費

OS未設置の場合･･･1カ月につき定額

基本料

●22時から６時までを含まなければならない

●利用者がケアコール端末を持つことが条件

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護
〇 × 居宅介護サービス 介護支援専門員

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

看護師、准看護士、

医師、保健師、介護

福祉士、社会福祉

士、介護専門員

3カ月に1回、介

護・医療連携推進

会議

要介護度別に1カ月につき

●オペレーターは看護師、保健師、准看護士、医師、社会福

祉士、介護福祉士、介護支援専門員

●総合マネジメント体制強化加算がある

地域密着型通所介護

（療養通所介護含

む）

〇 × 居宅介護サービス 介護支援専門員
６カ月に1回、運営

推進会議
要介護度別、所要時間別に１回につき ●利用定員18人以下

　療養通所介護 〇 × 看護師 居宅介護サービス 介護支援専門員 療養通所介護計画 管理者（看護師）

６カ月に1回、安

全・サービス提供

管理委員会

所要時間別２段階
●利用定員9人以下

●医療系サービス（常時看護師による観察が必要）

認知症対応型通所介

護
〇 〇 常勤者を必置

居宅サービス計画、また

は介護予防サービス計画
介護支援専門員等

認知症対応型通所介

護計画
管理者

6カ月に1回、運営

推進会議

施設基準、所要時間、要介護度別に1

回につき

●単独型・併設型は12人以下、共用型は1日の同一時間帯に3

人以下

●延長加算あり

小規模多機能型居宅

介護
〇 〇 居宅サービス計画

施設の介護支援専

門員

小規模多機能型居宅

介護計画

施設の介護支援専門

員

２カ月に1回、運営

推進会議
要介護度別に1カ月につき

●登録定員は29人以下（サテライト型は18人以下）

●通いサービスの利用者が登録定員の3分の1以下の状態を続

けてはならない

●通いサービスの利用者18人まで、宿泊サービスの利用者９

人まで

●訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸

与、居宅介護支援は利用できない

看護小規模多機能型

居宅介護
〇 × 居宅サービス計画

施設の介護支援専

門員

看護小規模多機能型

居宅介護計画

施設の介護支援専門

員

２カ月に1回、運営

推進会議
要介護度別に1カ月につき

●登録定員は29人以下

●看護職員は常勤換算で2.5人以上必要

●看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成は看護師が行う

認知症対応型共同生

活介護（グループ

ホーム）

〇

〇（要

支援２

のみ）

認知症対応型共同生活介

護計画

計画作成担当者

（一人は介護支援

専門員でなければ

ならない）

２カ月に1回、運営

推進会議
要介護度別に1日につき

●共同生活住居ごとに計画作成担当者を配置。うち1人以上

はケアマネ

●共同生活住居の定員は5人から9人

●30日以内の短期利用も可

地域密着型特定施設

入居者生活
〇 ×

地域密着型特定施設サー

ビス計画

計画作成担当者

（介護支援専門

員）

２カ月に1回、運営

推進会議
要介護度別に1日につき

●入居定員29人以下

●入居時に文書に契約の締結が必要

地域密着型老人福祉

施設入所者生活介護

〇（要介

３から）
×

地域密着型施設サービス

計画

計画作成担当者

（介護支援専門

２カ月に1回、運営

推進会議
施設の形態、要介護度別に１日につき

●入居定員29人以下

●要介護度３以上が入居条件

介護老人福祉施設
〇（要介

３から）
× 施設サービス計画

計画担当介護支援

専門員

施設基準、要介護度別、居室の定員別

に１日につき

●入所定員30人以上

●医師は常勤でなくともよい

介護老人保健施設 〇 × 医師 施設サービス計画
計画担当介護支援

専門員
要介護度別、1日につき ●サテライト型、医療機関併設型、分館型がある。

介護療養型医療施設 〇 × 医師 施設サービス計画
計画担当介護支援

専門員
施設タイプ、要介護度別、1日につき

●介護療養型老人保健施設に転換中

●病室の定員は4人以下
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